
市町村未来づくり交付金について（概要）

１ 趣 旨

地方分権の時代を迎え、府民に最も身近な市町村との協働関係を更に醸成し、新しい時

代にふさわしい自立した市町村の未来づくりを推進していくため、市町村等が取り組む事

業等に要する経費に対して交付

２ 交付対象事業者

市町村、一部事務組合、市長会、町村会、広域市町村圏等協議会

３ 交付対象事業・算定方法

交付対象事業

戦略的な未来づくり重点目標に

沿った事業群を市町村が自己選

択･提案

地域振興計画を踏まえた自立性を高める課題解決事業等

戦略事業(計画性･創意工夫)（１）

（２）連携・協力事業

（３）緊急事業等

（交付金の算定）

次により交付金を算定

▲

① 市町村の自主性を尊重しつつ、交付対象事業の効果等に

応じ交付基礎額（原則として、交付対象経費の概ね1/2目

安）を算定

② 交付基礎額の合計内で、当該年度の交付額を決定


